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町
で
は
、
私
立
高
等
学
校
な
ど
へ
通
学

す
る
生
徒
の
保
護
者
に
、
負
担
軽
減
の
た

め
授
業
料
補
助
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

十
月
一
日
現
在
、
次
の
私
立
学
校
に
在

籍
し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者
（
授
業
料
負

担
者
）
で
、
阿
久
比
町
に
住
所
を
有
す
る

方
が
、
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
高
等
学
校
（
全
日
制
・
定
時
制
・
通
信

制
課
程
）

・
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
）

・
高
等
専
門
学
校

・
専
修
学
校
（
高
等
課
程
）

・
愛
知
朝
鮮
中
高
級
学
校
（
高
級
部
）

　

補
助
の
上
限
金
額
は
年
額
九
千
円
で
、

学
校
で
授
業
料
の
納
付
を
全
額
免
除
さ
れ

て
い
る
生
徒
、
国
お
よ
び
県
そ
の
他
の
補

助
制
度
に
よ
り
授
業
料
負
担
の
な
い
生
徒

に
つ
い
て
は
、
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

□
申
請
手
続　

十
月
一
日
〜
三
十
一
日

（
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。）

の
午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時
十
五
分
に
、

次
の
書
類
を
学
校
教
育
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

・
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
補
助
金
交
付

申
請
書
兼
請
求
書

・
十
月
一
日
現
在
の
在
学
証
明
書

※　

次
の
学
校
に
は
、
必
要
書
類
を
九
月

末
ご
ろ
送
付
し
ま
す
。
そ
の
他
の
学
校

の
生
徒
は
、
学
校
教
育
課
の
窓
口
で
必

要
書
類
を
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

私
立
高
等
学
校　

愛
知
高
校
、
愛
工
大
名
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電
高
校
、
愛
産
大
工
業
高
校
、
淑
徳
高

校
、
瑞
穂
高
校
、
桜
花
学
園
高
校
、
菊

華
高
校
、
享
栄
高
校
、
啓
明
学
館
高
校
、

桜
丘
高
校
、
椙
山
女
学
園
高
校
、
星
城

高
校
、
大
同
高
校
、
滝
高
校
、
中
京
大

中
京
高
校
、
中
部
第
一
高
校
、
東
海
高

校
、
東
海
学
園
高
校
、
東
邦
高
校
、
同

朋
高
校
、
豊
田
大
谷
高
校
、
豊
橋
中
央

高
校
、
名
古
屋
高
校
、
名
古
屋
工
業
高

校
、
名
女
大
高
校
、
南
山
高
校
、
南
山

国
際
高
校
、
日
福
大
学
付
属
高
校
、
誉

高
校
、
名
城
大
学
附
属
高
校
、
弥
富
高
校

私
立
専
修
学
校
高
等
課
程　

愛
知
自
動
車

整
備
専
門
学
校
、
あ
い
ち
造
形
デ
ザ
イ

ン
専
門
学
校
、
あ
い
ち
ビ
ジ
ネ
ス
専
門

学
校
、
安
城
生
活
福
祉
高
等
専
修
学
校
、

桐
華
家
政
専
門
学
校
、
さ
つ
き
調
理
福

祉
学
院
、
サ
ン
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
、

東
海
工
業
専
門
学
校
、
名
古
屋
工
学
院

専
門
学
校
、
名
古
屋
情
報
専
門
学
校
、

名
古
屋
綜
合
美
容
専
門
学
校
、
名
古
屋

福
祉
専
門
学
校
、
西
尾
高
等
家
政
専
門

学
校

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
３
８
）

�□
日　

時　

十
月
一
日（
月
）　

午
後
一
時

〜
午
後
四
時

◎
司
法
書
士
コ
ー
ナ
ー

□
場　

所　

中
央
公
民
館
本
館
３
０
４
号
室

□
相
談
内
容

・
相
続
、
遺
言
の
登
記
相
談

・
土
地
建
物
の
贈
与
、
売
買
な
ど
の
登
記

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�

�

�

�

�

�

�

	

相
談

・
会
社
、
法
人
の
設
立
、
増
資
な
ど
の
登

記
相
談

・
簡
易
裁
判
所
で
の
訴
訟
、
調
停
な
ど
の

法
律
相
談

・
多
重
債
務
、
自
己
破
産
の
相
談

・
認
知
症
、
知
的
障
が
い
者
な
ど
の
後
見

人
に
関
す
る
相
談

・
裁
判
所
へ
の
申
立
書
類
の
作
成
に
関
す

る
相
談

◎
行
政
書
士
コ
ー
ナ
ー

□
場　

所　

中
央
公
民
館
本
館
３
０
５
号
室

□
相
談
内
容

・
遺
言
、
相
続
手
続
き
に
関
す
る
相
談

・
農
地
の
転
用
（
家
屋
の
建
築
、
駐
車
場

な
ど
）
に
関
す
る
許
可
、
届
出
申
請

・
風
俗
営
業
、
建
設
業
の
許
可
申
請

・
入
管
手
続
き
、
法
人
設
立
、
車
庫
証
明

な
ど
官
公
署
へ
の
提
出
書
類
の
作
成
に

関
す
る
相
談

□
相
談
員

　

愛
知
県
司
法
書
士
会
半
田
支
部
会
員

　

愛
知
県
行
政
書
士
会
知
多
支
部
会
員

□
問
い
合
わ
せ
先　

　

愛
知
県
司
法
書
士
会
半
田
支
部　

　

�（
３
２
）８
８
９
５

　

愛
知
県
行
政
書
士
会
知
多
支
部

　

�
０
５
６
２（
４
４
）２
８
５
１
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法
律
の
専
門
家
で
あ
る
公
証
人
は
、
遺

言
や
大
切
な
契
約
に
つ
い
て
、
後
に
紛
争

が
生
じ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
検
討
し
て
公

正
証
書
を
作
り
ま
す
。
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公
正
証
書
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
効

力
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
原
本
は
公
証
役
場

で
保
管
さ
れ
る
の
で
、
紛
失
や
破
棄
・
変

造
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
言
を
含
め
、

公
正
証
書
の
作
り
方
や
内
容
に
つ
い
て
の

相
談
は
、
い
つ
で
も
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

十
月
一
日
〜
七
日
は
「
公
証
週
間
」
で

す
。
期
間
中
に
無
料
相
談
会
を
開
催
し
、

電
話
で
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

□
日　

時

・
十
月
一
日（
月
）〜
五
日（
金
）

　

午
前
九
時
〜
午
後
六
時

・
十
月
六
日（
土
）

　

午
前
十
時
〜
午
後
四
時

□
場　

所　

半
田
公
証
役
場
（
半
田
市
宮

路
町
２
７
３　

柊
ビ
ル
二
階
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

半
田
公
証
役
場

　

�（
２
２
）１
５
５
１

�
　

猟
友
会
阿
久
比
支
部
の
協
力
で
農
作
物

被
害
を
抑
制
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
有

害
鳥
獣
駆
除
（
カ
ラ
ス
・
カ
ワ
ラ
バ
ト
）

を
実
施
し
ま
す
。

　

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

□
実
施
日　

十
月
六
日（
土
）、
七
日（
日
）、

十
四
日（
日
）、
二
十
一
日（
日
）

　

〈
二
十
八
日（
日
）は
予
備
日
〉

□
時　

間　

日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で

□
実
施
地
区　

住
宅
地
を
除
い
た
町
内
全

域
の
農
地
と
山
林

□
駆
除
方
法　

散
弾
銃
に
よ
る
駆
除

□
問
い
合
わ
せ
先　

産
業
観
光
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
２
７
）

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
	


�


